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松川町展示商談会等出展事業補助金交付要綱 
平成25年2月7日 

要綱第2号 

(趣旨) 

第1条 この要綱は、販路の開拓及び拡大を促進するため、県内外の展示会・見本市等(以

下「展示会等」という。)に出展する中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154条)

第2条第1項第1号に規定するものをいう。)以下「企業」という。)に対して、予算の

範囲内において補助金を交付することについて、松川町補助金等交付規則(昭和45年

松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める

ものとする。 

(交付対象企業) 

第2条 補助金の交付対象企業は、松川町に主たる事業所を有する製造業(日本標準産業

分類により製造業に分類されるものをいう。)とする。 

2 前項の規定に関わらず、松川町が長野県その他の機関から補助金等を受けて出展す

る展示会等については、当該展示会等に共同で出展する企業を交付対象とすることが

できる。 

(交付対象事業及び補助金額) 

第3条 交付対象事業は、事前に松川町へ出展計画書(様式第2号)を提出し、町長が認め

た展示会等とする。 

2 補助金の補助率及び限度額は、次のとおりとする。ただし、交付対象企業が申請で

きる回数は、当該年度1回までとする。 

(1) 補助率 小間料の2分の1 

(2) 限度額 10万円(1回につき) 

(交付申請) 

第4条 規則第3条に規定する申請書は、松川町展示商談会等出展事業補助金交付申請書

(様式第1号)によるものとする。 

2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。 

(1) 出展計画書 

(2) 小間料が分かる書類の写し(申込書の写し等) 
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(3) 展示会等のパンフレット等 

(補助金の交付決定) 

第5条 規則第6条に規定する通知は、松川町展示商談会等出展事業補助金交付(不交付)

決定通知書(様式第3号)によるものとする。 

(変更又は中止の申請) 

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた企業は、内容を変更し、又は中止

しようとするときは、あらかじめ松川町展示商談会等出展事業補助金交付変更申請書

(様式第4号)を、町長に提出しなければならない。 

2 前項の規定により内容を変更しようとするときは、次に掲げる書類を添付するもの

とする。 

(1) 出展変更計画書(様式第5号)(中止の場合は不要) 

(2) 小間料が分かる書類の写し(申込書の写し等) 

(3) 展示会等のパンフレット等 

(補助金額の変更交付決定) 

第7条 規則第8条第4項に規定する通知は、松川町展示商談会等出展事業補助金変更交

付決定通知書(様式第6号)によるものとする。 

(実績報告) 

第8条 規則第12条に規定する実績報告書は、松川町展示商談会等出展事業補助金実績

報告書(様式第7号)によるものとする。 

2 規則第12条に規定する関係書類は、次号に掲げる書類とする。 

(1) 小間料支払済みの証明ができる書類の写し(領収書の写し等) 

(2) 展示会等に出展していることが分かる写真等 

(補助金の確定) 

第9条 規則第13条第2項に規定する通知は、松川町展示商談会等出展事業補助金確定

通知書(様式第8号)によるものとする。 

(補助金の請求) 

第10条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた事業者は、確定した補助金額を請

求しようとするときは、松川町展示商談会等出展事業補助金交付請求書(様式第9号)

を町長に提出しなければならない。 
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(委任) 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。


